
柔道整復師の皆さまへ

平成２６年１０月　鳥取県福祉保健部障がい福祉課

ポイント①　請求様式を「柔道整復施術療養費支給申請書」に統一します。
医療保険の申請書と基本的に同じものですので、書類作成の手間が軽減されます。
以下鳥取県では、「特別医療費支給申請書」と呼びます。（注１）

ポイント②　すべての柔道整復師に県国保連の審査を受けていただきます。
審査から支払までの流れがよりスムーズになることが期待できます。（注２）

＜事務の流れ＞
①　患者さんは、市町村から交付された特別医療費受給資格証を提示し、施術を依頼する。

②　柔道整復師は、患者さんに施術を行う。

③　患者さんは、柔道整復師に特別医療費の受領を委任し、一部負担金があれば支払う。

④　柔道整復師は、県国保連へ特別医療費支給申請書（正式名称：柔道整復施術療養費支給申請書（鳥取

県特別医療費助成用））、特別医療費支給申請書総括表を提出する。

注３）（公社）鳥取県柔道整復師会の会員は、従来どおり社団経由で提出してください。

注４）県国保連の審査に必要ですので、必ず総括表も提出をお願いします。

【提出先】〒６８０－００６１鳥取市立川町６－１７６鳥取県東部庁舎５階

⑤　県国保連は、提出された特別医療費支給申請書の審査を行う。

注５）申請に不備等があれば、返戻される場合があります。

⑥　県国保連は、市町村に特別医療費を請求し、市町村は、県国保連へ支払う。

⑦　県国保連は、柔道整復師へ特別医療費を支払う。
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注２）原則２６年１１月施術分からとなりますが、それ以前の月の請求をする場合も、１２月以降は市町村でな
く、鳥取県国民健康保険団体連合会（以下「県国保連」）へ特別医療費支給申請書を提出してください。

注１）障がい福祉課ＨＰに用意する特別医療費支給申請書をご使用ください。一部記載方法が異なりますの
で、別紙をよくご確認の上作成してください。

 ①－３受給資格証提示

【提出先】〒６８０－００６１鳥取市立川町６－１７６鳥取県東部庁舎５階

鳥取県国民健康保険団体連合会　審査管理課　　（電話：０８５７－２０－３６８５）
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⑦－２特別医療費支払

平成２６年１２月審査分から特別医療費支給事務の流れが変わります！
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　鳥取県における「柔道整復に係る特別医療費の支給手続き」について、平成２６年１２月審査分か
ら以下の取扱いに統一することとしました。

 ②施術

 ③－１受領委任

鳥取県国民健康
保険団体連合会

【問合せ先】 鳥取県障がい福祉課認定担当（電話：0857-26-7856、ファックス：0857-26-8136）
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